
和泉守護関連史料の再検討

三五

は
じ
め
に

私
は
先
に
、「
和
泉
守
護
細
川
氏
関
連
史
料
の
基
礎
的
考
証
」（『
泉
佐
野
市
史

研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
七
年
三
月
、
泉
佐
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会
）、
お
よ
び

「
和
泉
守
護
細
川
氏
の
系
譜
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
帝
塚
山
学
院
大
学
人
間
文
化

学
部
研
究
年
報
』
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
、
の
ち
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記

研
究
論
集
』
第
二
巻
所
収
）
に
よ
っ
て
、
和
泉
守
護
細
川
氏
の
研
究
を
進
め
て

来
た
。

一
方
、
岡
田
謙
一
氏
は
、「
室
町
後
期
の
和
泉
下
守
護
細
川
民
部
大
輔
基
経
」

（『
日
本
歴
史
』
一
九
九
五
年
八
月
号
）、「
統
源
院
殿
春
臺
常
繁
小
考
」（『
ヒ
ス

ト
リ
ア
一
六
七
号
、
一
九
九
五
年
八
月
）、「
細
川
高
国
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い

て
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
二
号
、
二
○
○
二
年
十
一
月
）
を
著
わ
し
て
、
和

泉
守
護
の
実
態
に
つ
い
て
の
解
明
を
進
め
て
来
ら
れ
た
。

小
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
和
泉
守
護
の
系
譜
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
和
泉
守
護
各
代
の
守
護
在

職
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
を
収
集
し
た
。

一
、
和
泉
上
守
護
・
下
守
護
の
系
譜

〔
上
守
護
家
〕

細
川
頼
長
　
応
永
一
五
・
八
〜
応
永
一
八
・
五
（
没
）

細
川
持
有
　
応
永
一
八
・
八
〜
永
享
一
〇
・
九
（
没
）

細
川
教
春
　
永
享
一
〇
・
九
〜
宝
徳
二
・
四
（
没
）

細
川
常
有
　
宝
徳
二
・
四
〜
文
明
一
二
・
一
〇
（
没
）

（
細
川
政
有
　
文
明
九
・
六
〜
文
明
一
二
・
四
（
没
））

細
川
元
有
　
文
明
一
二
・
四
〜
明
応
九
・
九
（
敗
死
）

細
川
元
常
　
明
応
九
・
九
〜
天
文
二
三
・
六
（
没
）

頼
長細

川
頼
長
は
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
八
月
二
十
九
日
、
和
泉
半
国
守
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護
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。

史
料
①
足
利
義
持
御
判
御
教
書
（「
細
川
家
文
書
」
一
四
七
号
）

「
細

（
包
紙
）

河
刑
部
大
輔
と
の
へ
」

（
花
押
）

（
足
利
義
持
）

和
泉
半
国
守
護
職
事
、
所
補
任
細
河
刑
部
大
輔
頼
長
也
、
早
可
致
沙
汰
之

状
如
件
、

応
永
十
五
年
八
月
廿
九
日

応
永
十
五
年
八
月
二
十
九
日
、
細
長
頼
長
が
和
泉
半
国
守
護
に
補
任
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
守
護
の
補
任
状
は
、
将
軍
の
御
判
御
教
書
に
よ
っ
て
出
さ
れ

て
い
る
。

頼
長
の
死
去
は
、
応
永
十
八
年
（
一
四
一
一
）
五
月
二
十
五
日
で
あ
る
（「
細

川
家
譜
」
・
「
細
川
系
図
」）。

応
永
十
八
年
八
月
二
十
一
日
付
で
次
の
史
料
が
あ
る
。

史
料
②
足
利
義
持
御
判
御
教
書
（「
細
川
家
文
書
」
一
四
八
号
）

「
勝
定

（
押
紙
）

院
殿
義
持
」

（
花
押
）

（
足
利
義
持
）

阿
波
・
讃
岐
・
伊
与
三
ヶ
国
当
知
行
所
領
等
事
、
細
河
九
郎
持
有
領
掌
不

可
有
相
違
之
状
如
件
、

応
永
十
八
年
八
月
廿
一
日

代
替
り
所
領
安
堵
の
た
め
の
将
軍
御
判
御
教
書
で
あ
り
、
細
川
持
有
に
安
堵

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
家
督
の
代
替
り
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

持
有持

有
は
、
応
永
十
八
年
八
月
二
十
一
日
、
和
泉
半
国
守
護
に
補
任
さ
れ
た

（
史
料
②
）。
持
有
の
没
年
も
不
祥
で
あ
る
が
、
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
九
月

十
七
日
、
教
春
が
和
泉
半
国
守
護
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
替
り
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
資
料
③
）。

教
春永

享
十
年
（
一
四
三
八
）、
細
川
九
郎
（
教
春
ヵ
）
が
和
泉
半
国
守
護
に
補
任

さ
れ
、
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
の
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

史
料
③
足
利
義
教
御
判
御
教
書
（「
細
川
家
文
書
」
一
五
四
号
）

（
花
押
）

（
足
利
義
教
）

和
泉
半
国
守
護
職
事
、
所
補
任
細
河
九
郎

（
教
春
ヵ
）

□
也
、
者
早
守
先
例
可
致
沙
汰

之
状
如
件
、

永
享
十
年
九
月
十
七
日

永
享
十
年
九
月
十
七
日
、
細
川
九
郎
に
対
し
、
和
泉
半
国
守
護
職
補
任
状
が

将
軍
足
利
義
教
か
ら
出
さ
れ
た
。
細
川
九
郎
は
持
有
か
ら
代
替
り
し
た
教
春
で

は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。
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史
料
④
足
利
義
教
御
判
御
教
書
（「
細
川
家
文
書
」
一
五
三
号
）

（
花
押
）

（
足
利
義
教
）

阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
両
三
ヶ
国
当
知
行
所
領
等
事
、
細
河
九
郎

（
教
春
）

領
掌
不
可

有
相
違
之
状
如
件
、

永
享
十
年
九
月
十
七
日

永
享
十
年
九
月
十
七
日
、
和
泉
半
国
守
護
補
任
状
と
同
日
付
で
、
阿
波
・
讃

岐
・
伊
予
三
ヶ
国
の
知
行
地
安
堵
の
御
判
御
教
書
が
、
細
川
教
春
に
対
し
て
出

さ
れ
て
お
り
、
上
守
護
家
の
代
替
り
に
当
た
っ
て
出
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

史
料
⑤
足
利
将
軍
家
御
教
書
（「
細
川
家
文
書
」
一
八
七
号
）

和
泉
半
国
守
護
職
事
、
被
補
任
訖
、
早
守
先
例
可
被
致
沙
汰
之
由
、
所
被

仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

宝
徳
二
年
四
年
廿
九
日
　

沙
弥
（

（
畠
山
持
国
）

花
押
）

細
河
弥
九

（
常
有
）

郎
殿

宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
四
月
二
十
九
日
、
将
軍
足
利
義
政
の
命
に
よ
り
、

細
川
常
有
が
和
泉
半
国
守
護
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
教
春
か
ら
常
有
へ

の
代
替
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

教
春
死
去
の
年
月
日
は
、
宝
徳
二
年
四
月
二
十
七
日
で
あ
る
（
「
細
川
家

譜
」
・
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」）。

史
料
⑥
足
利
将
軍
家
御
教
書
（「
細
川
家
文
書
」
一
八
八
号
）

舎
兄
教
春
遺
跡
本
新
所
領
等
事
、
細
河
弥
九
郎
常
有
領
掌
不
可
有
相
違
之

由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
下
知
如
件
、

宝
徳
二
年
四
月
廿
九
日
　
沙
弥

（
畠
山
持
国
）
（
花
押
）

史
料
⑤
と
同
日
付
で
、
細
川
常
有
が
舎
兄
教
春
の
遺
跡
の
本
新
所
領
等
を
継

承
す
る
こ
と
を
安
堵
し
て
お
り
、
こ
の
安
堵
は
教
春
か
ら
常
有
へ
の
代
替
り
に

伴
う
も
の
と
推
定
で
き
る
。

常
有宝

徳
二
年
四
月
二
十
九
日
、
細
川
弥
九
郎
常
有
が
和
泉
半
国
守
護
に
補
任
さ

れ
て
い
る
（
史
料
⑤
・
⑥
）。

つ
い
で
、
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
九
月
、
常
有
は
刑
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ

て
い
る
。

史
料
⑦
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

同
年
十

（
文
明
十
二
年
）
月
七
日
申
下
刻
播
磨
入

（
常
有
力
）

道
殿
卒
ス
、
春
秋
五
十
七
也
、
舎
維

永

源
及
ヒ
瑞
高
ニ
分
骨（
シ
テ
）斂
ム
、
瑞
高
寺
殿
刑
部
郎
春
嶽
通
泰
禅
定
門
ト
号

ス
、
五
郎

（
元
有
力
）
殿
ヨ
リ
真
照
ヲ
写（
シ
テ
）
、
賛
ヲ
満
室
ニ
請
フ
、

文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
十
月
七
日
、
細
川
播
磨
入
道
が
死
去
し
た
と

「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
は
記
す
が
、
こ
の
播
磨
入
道
は
常
有
で
は
な
い
か
と
推
察

さ
れ
る
。
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政
有今

谷
明
氏
「
和
泉
半
国
守
護
考
」
（
１
）

で
は
、
政
有
の
こ
と
を
記
し
て
い
な
い
が
、

小
川
信
氏
は
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
細
川
氏
の
項
で
、
政
有
を
守
護

と
し
て
い
る
。

政
有
は
、「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
に
よ
っ
て
、
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
五
月

か
ら
文
明
十
二
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、
父
常
有
と

の
統
治
関
係
が
不
明
で
あ
る
。

史
料
⑧
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

同
年
五

（
文
明
六
年
）

月
朔
日
大
樹
ヨ

（
将
軍
義
政
）

リ
五
郎
殿
へ
諱
ノ
一
字
ヲ
授
ケ
、
頼
次
ヲ
改
テ
政

有
ト
称
ス
、

「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
に
よ
る
と
、
将
軍
義
政
は
、
文
明
六
年
五
月
一
日
、
諱

の
一
字
を
与
え
て
、
頼
次
を
政
有
と
改
名
さ
せ
た
と
い
う
。

史
料
⑨
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

比
ノ
月

（
文
明
九
年
六
月
）
、
屋
形
ノ
刑
部
少
輔
ヲ
五
郎

（
政
有
）

殿
ニ
譲
テ
播
磨

（
常
有
）

守
ニ
任
ス
、

文
明
九
年
（
一
四
七
八
）
六
月
、
父
常
有
が
播
磨
守
と
な
り
、
息
政
有
に
上

守
護
家
家
督
の
官
途
と
推
定
さ
れ
る
刑
部
少
輔
を
譲
っ
た
。

史
料
⑩
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

同
年
四

（
文
明
十
二
年
）
月
廿
四
日
酉
中
刻
、
刑
部
少

（
政
有
力
）

輔
殿
卒
ス
、
享
年
卅
二
也
、
永
源
庵

ニ
斂
ム
、
慈
勝
院
殿
刑
部
郎
大
隆
通
賢
大
禅
定
門
ト
号
ス
、

文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
四
月
二
十
四
日
、
刑
部
少
輔
が
死
去
し
た
と

「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
は
記
す
が
、
こ
の
刑
部
少
輔
は
細
川
政
有
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
る
。

元
有元

有
は
、
文
明
十
二
年
四
月
二
十
四
日
の
政
有
死
去
後
、
そ
の
家
督
を
継
い

だ
と
思
わ
れ
る
。
文
明
十
四
年
（
一
四
八
ニ
）
十
月
二
十
日
、
足
利
義
政
は
北

野
宮
寺
領
和
泉
国
坂
本
郷
に
国
人
等
が
兵
粮
米
を
か
け
て
年
貢
を
押
妨
す
る
こ

と
を
細
川
五
郎
に
命
じ
て
停
止
さ
せ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
元
有
の
守
護
と
し
て

の
初
見
と
思
わ
れ
る
。

史
料
⑪
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

（
前
略
）
又
タ
永
源
庵
ノ
雪
渓
源
猷
禅

（
細
川
元
有
）

師
、
家
兄

（
政
有
）

相
沿
テ
早
世
ニ
値
テ
播
磨

（
常
有
）

守
殿
ノ
命
ヲ
承
テ
環
俗（
シ
テ
）五
郎
元
有
ト
称
ス
、
慈
勝

（
政
有
）

院
殿
ノ
経
嗣
ト
為（
シ
テ
）

城
督
セ
シ
ム
、
寔
ニ
文
明
十
二
年
四
月
、
時
歳
廿
二
也
、

「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
に
よ
る
と
、
文
明
十
二
年
四
月
、
父
常
有
の
命
に
よ
り
、

元
有
は
還
俗
し
て
、
亡
兄
政
有
の
跡
を
継
い
で
和
泉
上
守
護
と
な
っ
た
と
い
う
。
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元
有
は
、
下
守
護
細
川
基
経
と
共
に
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
九
月
二
日
、

神
於
寺
合
戦
で
敗
死
し
て
い
る
（「
後
慈
眼
院
殿
御
記
」
・
「
政
基
公
旅
引
付
」）。

史
料
⑫
「
政
基
公
旅
引
付
」
戊
、
永
正
元
年
七
月
二
日
条

（
前
略
）
今
日
土
屋
太
郎
左
衛
門
尉
来
云
、
去
廿
八
日
朝
山
庵
坊
主
堺
へ
被

越
之
時
、
此
方
何
条
御
事
候
哉
之
由
尋
申
處
、
神
於
寺
ヨ
リ
号
両
殿
御
代

（
細
川
元
常
・
政

官久
）

職
可
入
部
由
申
之
条
、
地
下
中
以
外
用
心
之
由
物
語
之
間
、
此
儀
兼
而

有
風
聞
事
也
、
雑
然
久
枝

（
久
盛
）

依
無
承
諾
不
事
行
儀
也
、
彼
神
於
寺
者
久
枝

代
々
奉
行
之
在
所
也
、
仍
自
件
寺
家
訴
詔
云
、
當
国
中
八
百
八
郷
何
之
在

所
も
隨
守
護
之
處
、
入
山
田
一
所
至
今
違
背
国
方
之
条
、
彼
在
所
事
代
官

職
ヲ
被
仰
付
者
、
切
随
ヘ
テ
可
進
也
、
然
者
其
忠
節
之
恩
賞
ニ
五
ヶ
庄

被
返
付
、
同
令
労

（
牢
）

人
以
前
之
衆
共
寺
家
ニ
可
被
返
付
之
由
雖
申
之
、
久
枝

云
、
件
労

（
牢
）

人
衆
事
両
殿
ニ
御

（
細
川
元
有
・
基
経
）

腹
ヲ
切
セ
申
者
共
也
、
可
令
立
帰
事
末
代
不

可
叶
、

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
七
月
頃
、
神
於
寺
衆
が
、
和
泉
守
護

（
細
川
元
常
・
政
久
）

両
殿
の
代
官

と
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
際
、
神
於
寺
は
寺
家
と
し
て
牢
人
し
て
い
る
者
た
ち
の
復
帰
を
求
め
た

が
、
久
枝
左
京

（
久
盛
）

亮
は
認
め
な
か
っ
た
。
久
枝
の
言
と
し
て
「
件
の
牢
人
衆
は
両

殿
を
切
腹

（
細
川
元
有
・
基
経
）
さ
せ
た
者
達
で
あ
る
。」
と
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
り
、

明
応
九
年
九
月
二
日
に
和
泉
守
護
を
切
腹
さ
せ
た
の
は
神
於
寺
衆
で
あ
り
、
し

か
も
両
殿
と
も
に

（
細
川
元
有
・
基
経
）

切
腹
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

神
於
寺

領
也

史
料
⑬
「
後
慈
眼
院
殿
御
記
」
明
応
九
年
八
月
二
十
八
日
・
九
月
一
日
・
同
二

日
条

廿
八

（
八
月
）

日
、
晴
、
或
人
云
、
尾
張
守

（
畠
山
尚
順
）

昨
日
切
入
泉
州
、
両
守
護

（
元
有
・
基
経
）

□
□
防
出
陣

神
尾

（
於
）
云
々
、

九
月

一
日
、
晴
、（
中
略
）
伝
聞
、
神
尾

（
於
）
合
戦
以
外
也
、
両
守
護
依
無
勢
可
及
難

儀
云
々
、

二
日
、
晴
、
晩
頭
或
人
云
、
於
泉
州
神
尾

（
於
）

両
守
護
自
害
、
其
外
三
百
余
人

打
死
了
、
仍
今
日
尾
張
守
越
河
内
国
了
、
則
京
兆

（
細
川
政
元
）

趣
河
州
可
合
戦
云
々
、

九
条
尚
経
の
日
記
「
後
慈
眼
院
殿
御
記
」
は
、
明
応
九
年
九
月
の
和
泉
両

（
元
有

守
　
・
基

護経
）

の
最
後
を
記
し
て
い
る
数
少
な
い
記
録
で
あ
る
。

明
応
九
年
八
月
二
十
八
日
、
両
守
護
は
和
泉
国
神
於
寺
（
現
岸
和
田
市
）
に

出
陣
し
た
。
九
月
一
日
の
報
に
よ
る
と
、
神
於
寺
合
戦
は
和
泉
守
護
方
が
苦
戦

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
九
月
二
日
、「
泉
州
神
尾

（
於
）
に
お
い
て
両
守
護
自
害
、

そ
の
外
三
百
余
人
打
死
し
お
わ
ん
ぬ
。」
と
伝
え
て
い
る
。
明
応
九
年
九
月
二
日
、

和
泉
両
守
護
細
川
元
有
・
基
経
は
、
敗
戦
の
中
、
自
害
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

元
常明

応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
九
月
、
細
川
元
有
が
敗
死
す
る
と
、
家
督
は
元
常

が
継
い
だ
（「
永
源
師
檀
紀
年
録
」）。
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史
料
⑭
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

同
年
十

（
明
応
元
年
）

一
月
朔
日
、
屋
形

（
元
年
）

刑
部
少
輔
ニ
任
ス
、
十
郎
殿
元
服（
シ
テ
）五
郎
元
常

ト
称
ス
、

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
十
一
月
一
日
、
刑
部
少
輔
に
任
じ
ら
れ
た
屋
形
は

細
川
元
有
、
元
服
し
て
か
ら
十
郎
か
ら
五
郎
へ
改
称
し
た
の
が
細
川
元
常
と
考

え
ら
れ
る
。

史
料
⑮
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
乾
三

同
九

（
明
応
）

年
九
月
二
日
午
ノ
下
刻
、
泉
州
岸
和
田
ノ
屋
形
ニ
於
テ
刑
部

（
元
有
）

少
輔
殿

卒
ス
、
享
年
四
十
二
也
、
舎
維（
シ
テ
）骨
を
永
源
庵
及
ヒ
泉
州
ノ
善
法
寺
ニ
分

チ
斂
ム
、（
中
略
）
五
郎

（
元
常
）

殿
上
洛（
シ
テ
）城
督
ヲ
謝
ス
、

明
応
九
年
の
畠
山
尚
順
方
と
の
和
泉
国
合
戦
で
敗
死
し
た
刑
部
少
輔
は
細
川

元
有
で
あ
り
、「
城
督
」
を
継
い
で
上
洛
し
た
五
郎
は
、
細
川
元
常
と
考
え
ら
れ

る
。

史
料
⑯
「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
坤

同
年
六
月

（
天
文
二
十
三
年
）

十
六
日
午
ノ
中
刻
、
播
磨
入
道
殿
卒
ス
、
享
年
七
十
三
也
、
永

源
庵
ニ
葬
ル
、
仏
恩
院
殿
故
播
州
大
守
実
翁
道
真
大
禅
定
門
ト
号
ス
、

「
永
源
師
檀
紀
年
録
」
は
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
六
月
十
六
日
、
細

川
播
磨
入
道
元
常
が
享
年
七
十
三
歳
で
死
去
し
た
と
記
録
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
元
常
の
没
年
が
明
ら
か
と
な
る
。

元
常
の
和
泉
守
護
在
職
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
六
月
か
ら
永
正
八
年

（
一
五
一
一
）
八
月
ま
で
確
認
で
き
る
が
、
永
正
八
年
八
月
の
船
岡
山
合
戦
に
細

川
高
国
方
に
敗
れ
、
細
川
澄
元
ら
と
逃
走
す
る
。

元
常
が
和
泉
守
護
に
復
帰
し
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
細
川
晴
元
が
高
国
を
敗

っ
た
大
永
年
間
以
降
と
考
え
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
な
史
料
が
存
在
す
る
。

ま
ず
、
岡
田
謙
一
氏
「
細
川
高
国
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い
て
」
（
２
）

が
明
ら
か
に

し
た
、
大
永
四
年
（
一
五
ニ
四
）
九
月
か
ら
十
月
の
菱
木
合
戦
に
関
係
す
る
一

連
の
史
料
が
あ
る
。

史
料
⑰
『
実
隆
公
記
』
大
永
四
年
十
月
二
日
条

和
泉
軍
敵
得
勝
利
、
香
西
・
柳
本
等
不
知
行
方
云
々
、
可
為
如
何
哉
沈
思

也
、

史
料
⑱
「
細
川
元
常
書
状
」（
日
根
文
書
坤
）

去
朔
日
於
泉
州
菱
木
合
戦
之
時
、
松
浦
与
一
所
ニ
励
戦
功
由
、
左
衛
門
大
夫

令
注
進
候
、
忠
節
無
比
類
候
、
弥
粉
骨
可
為
神
妙
者
也
、
謹
言
、

拾
月
十
一

（
大
永
四
年
ヵ
）

日
　
　
　
元
常
（
花
押
）

日
根
野
五
郎
左
衛
門
尉
殿

去
朔
日
於
泉
州
菱
木
合
戦
之
時
、
被
太
刀
疵
一
ヶ
所
、
鑓
疵
一
ヶ
所
之
条
、
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別
而
忠
節
無
比
類
段
異
他
候
、
弥
抽
戦
功
者
可
為
神
妙
者
也
、
謹
言
、

拾
月
十

（
大
永
四
年
ヵ
）
一
日
　
元
常
（
花
押
）

日
根
野
又
次
郎
殿

史
料
⑲
「
細
川
元
常
感
状
」（
日
根
文
書
）

（
付
箋
）

「
天
文
十
二

（
マ
マ
）

年
」

去
朔
日
於
泉
州
菱
木

（
大
鳥
郡
）

合
戦
之
時
、
松
浦
（
守
）

与
一
所
ニ
励
戦
功
由
、
左
衛
門

（
松
浦
守
）

大

夫
令
注
進
候
、
忠
節
無
比
類
候
、
弥
粉
骨
可
為
神
妙
者
也
、
謹
言
、

拾
月
十
一

（
大
永
四
年
ヵ
）

日
　
　
　
元
常

（
細
川
）

（
花
押
）

日
根
野
五
郎
左
衛
門
尉
殿

「
日

（
包
紙
）

根
野
五
郎
左
衛
門
尉
殿
　
　
元
常
」

史
料
⑳
「
細
川
元
常
感
状
」（
日
根
文
書
）

（
付
箋
）

「
天
文
十
二

（
マ
マ
）

年
へ
改
入
」

去
朔
日
於
泉
州
菱
木

（
大
鳥
郡
）

合
戦
之
時
、
被
太
刀
疵
一
ヶ
所
、
鑓
疵
一
ヶ
所
之
条
、

別
而
忠
節
無
比
類
段
異
他
候
、
弥
抽
戦
功
者
可
為
神
妙
者
也
、
謹
言
、

拾
月
十
一

（
大
永
四
年
ヵ
）

日
　
　
　
　
元
常

（
細
川
）

（
花
押
）

日
根
野
又
次
郎
殿

「
日

（
包
紙
）

根
野
又
次
郎
殿
　
　
元
常
」

史
料
�
「
細
川
元
常
寄
進
状
」（
細
川
家
文
書
）

為
蔵
春
院
追

（
細
川
政
有
室
）

善
満
（
万
）
福
寿
上
方
雖
寄
進
候
、
相
違
之
儀
在
之
条
、
為
替
之
地
一

条
屋
敷
地
子
重
而
令
寄
進
所
之
状
如
件
、

（
異
筆
）

五
月
廿

「
亨
禄
弐
」

日
　
　
　
　
元
常
（
細
川
）

（
花
押
）

蔵
春
軒

（
建
仁
寺
）

こ
れ
は
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
五
月
二
十
日
、
細
川
元
常
が
蔵
春
院
（
細

川
政
有
室
）
追
善
の
た
め
建
仁
寺
蔵
春
軒
へ
寄
進
し
て
い
る
が
、
和
泉
国
中
圧

万
福
寺
上
方
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

史
料
�
「
細
川
元
常
書
状
」（
波
々
伯
部
文
書
）

「
細
川
元

（
包
紙
ウ
ワ
書
）

常
」

今
度
、
至
淡
州
被
移
御
座
候
、
則
可
有
　
御
入
洛
之
条
、
此
時
別
而
可
被

抽
軍
忠
事
肝
要
候
、
猶
又
五
郎
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

四
月
三

（
天
文
二
年
）

日
　
　
　
　
　
元
常
（
細
川
）

波
々
伯
部
民
部
丞
殿

こ
れ
は
、
細
川
晴
元
が
淡
路
よ
り
入
洛
し
よ
う
と
し
て
、
元
常
が
波
々
伯
部

民
部
丞
に
参
戦
を
求
め
た
も
の
で
、
こ
の
時
期
細
川
元
常
が
晴
元
派
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〔
下
守
護
家
〕

細
川
基
之
　
応
永
一
五
・
八
〜
文
安
五
・
一
〇
（
没
）
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細
川
持
久
　
文
安
五
・
一
〇
〜
文
明
一
七
・
五

細
川
基
経
　
文
明
一
七
・
六
〜
明
応
九
・
九
（
敗
死
）

細
川
政
久
　
明
応
九
・
一
〇
〜
永
正
五
・
四
カ

基
之下

守
護
細
川
基
之
は
、
上
守
護
と
同
じ
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
八
月
に

下
守
護
に
補
任
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

基
之
は
、
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
十
月
十
二
日
死
去
し
て
い
る
（「
東
寺
過

去
帳
」
・
「
細
川
家
譜
」）。

史
料
�
室
町
幕
府
御
教
書
案
（「
九
条
家
文
書
」
一
・
七
一
（
４
）
号
）

九
条
関
白
家
雑
掌
申
、
和
泉
国
日
根
庄
事
、
早
退
被
官
人
等
押
領
、
可
沙

汰
付
下
地
於
雑
掌
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

応
永
廿
六
年
九
月
二
日
　
沙
弥
　
判

（
細
川
満
元
ヵ
）

細
川
阿
波
守

（
基
之
ヵ
）

殿

応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
九
月
二
日
、
将
軍
足
利
義
持
の
御
教
書
案
が

作
成
さ
れ
た
が
、
和
泉
守
護
細
川
阿
波
守
に
対
し
、
九
条
家
領
和
泉
国
日
根
荘

へ
の
被
官
人
の
押
領
停
止
を
命
じ
て
い
る
。

持
久文

安
五
年
（
一
四
四
八
）
十
月
十
二
日
、
下
守
護
細
川
基
之
が
死
去
し
た
の

で
、
持
久
が
家
督
を
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
�
和
泉
下
守
護
代
斉
藤
久
和
奉
書
（「
板
原
家
文
書
」
五
）

本
免
段
銭
事
、
一
所
分
共
次
冨
野
近
江
守
方
へ
可
有
取
御
沙
汰
候
也
、
仍

執
達
如
件
、

九
月
九

応

仁

元

日
　
　
　
　
　
久
和
（
斉
藤
）

（
花
押
）

多
賀
美
濃
守
殿

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
九
月
九
日
、
斉
藤
久
和
が
多
賀
美
濃
守
に
宛
て
、

本
免
段
銭
の
徴
収
を
命
じ
て
い
る
。
斉
藤
久
和
は
、
下
守
護
細
川
持
久
の
守
護

代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
�
和
泉
国
下
守
護
細
川
持
久
奉
行
人
連
署
奉
書

（「
板
原
家
文
書
」
二
三
）

春
木
右
京
進
跡
、
同
親
類
寺
庵
并
小
塩
闕
所
等
之
事
、
為
御
公
領
、
多
賀

蔵
人
御
代
官
職
事
、
被
仰
付
上
者
、
早
可
被
渡
付
彼
代
之
由
、
被
仰
出
候

也
、
仍
執
達
如
件
、

五
月

文
明
十
七

三
日
　
　
　
　
　
盛
徳
（
花
押
）

壬
有
（
花
押
）

斉
藤
彦
右
衛

（

頼

実

）

門
尉
殿

文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
五
月
三
日
付
の
和
泉
下
守
護
細
川
持
久
奉
行
人

連
署
奉
書
で
あ
る
。
春
木
右
京
進
跡
・
同
親
類
・
寺
庵
お
よ
び
小
塩
闕
所
等
の



和泉守護関連史料の再検討

四三

代
官
職
に
多
賀
蔵
人
が
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
奉
書
で
あ
り
、
下
守
護
代

の
斉
藤
彦
右
衛
門
頼
実
に
宛
て
出
さ
れ
て
い
る
。

史
料
�
和
泉
下
守
護
代
斉
藤
頼
実
遵
行
状
（「
板
原
家
文
書
」
二
五
）

春
木
右
京
進
跡
悉
之
事
、
為
御
公
領
多
賀
蔵
人
助
上
者
、
早
任
御
奉
書
之

旨
、
可
被
渡
付
彼
代
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

五
月

文
明
十
七

三
日
　
　
　
　
　
頼
実

（
斉
藤
）

（
花
押
）

若
林
源
六
殿

�
の
和
泉
下
守
護
細
川
持
久
奉
行
人
連
署
奉
書
の
意
を
受
け
て
、
こ
れ
を
若

林
源
六
に
宛
て
て
い
る
。
若
林
源
六
も
下
守
護
細
川
持
久
の
被
官
で
、
在
地
の

国
人
・
土
豪
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
（
史
料
�
・
�
は
、
持
久
の
守

護
職
を
継
承
す
る
基
経
の
代
の
文
書
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
）。

基
経岡

田
謙
一
氏
「
室
町
後
期
の
和
泉
下
守
護
細
川
民
部
大
輔
基
経
」
（
３
）

で
は
、
文

明
十
七
年
六
月
か
ら
明
応
九
年
九
月
二
日
ま
で
の
間
、
和
泉
下
守
護
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

史
料
�
細
川
基
経
書
状
（「
田
代
文
書
」）

就
今
度
当
国
牢
人
等
、
可
乱
入
雑
説
之
儀
、
各
翻
法

（
宝
）

印
、
以
連
判
可
致
忠

節
之
由
、
尤
神
妙
候
、
然
上
者
、
可
被
抽
軍
功
事
可

入
候
、
恐
々
謹
言
、

六
月
二

（
文
明
十
七
年
）

十
六
日
　
　
　
　
　
基
経
（
細
川
）

（
花
押
）

田
代
源
二
郎
殿

文
明
十
七
年
三
月
頃
よ
り
和
泉
国
内
で
国
人
ら
の
叛
乱
が
起
こ
っ
た
が
、
田

代
源
二
郎
は
守
護
方
に
忠
誠
を
誓
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
守
護
基
経
の
感
状
で

あ
る
。

史
料
⑫
・
⑬
に
よ
っ
て
、
基
経
の
没
年
は
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
九
月

二
日
敗
死
と
わ
か
る
。

政
久明

応
九
年
九
月
二
日
、
細
川
基
経
が
敗
死
し
て
後
、
同
年
十
月
二
十
三
日
付

で
細
川
政
久
書
状
（『
政
基
公
旅
引
付
』）
が
存
在
す
る
の
で
、
家
督
は
政
久
に

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
�
細
川
政
久
書
状
案
（「
九
条
家
文
書
」
一
・
一
三
七
（
２
）
号
・
『
政
基

公
旅
引
付
』）

就
　
御
家
門
領

下
守
護
弥
九
郎
状
之
事
被
下
御
書
、
忝
畏
存
候
、
委
細
蒙
仰
候
之
条
、
具
令

申
候
、
此
旨
可
然
様
預
御
披
露
候
者
、
可
畏
入
候
、
恐
惶
謹
言
、

拾
月
廿

（
明
応
九
年
）

三
日
　
　
　
　
政
久
（
細
川
）

判

唐
橋

（
在
名
）

殿

九
条
政
基
は
「
旅
引
付
」
の
冒
頭
、「
泉
州
日
根
庄
の
事
、
去
年
国
の
乱
よ
り
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守
護
押
妨
に
及
ぶ
の
間
、
度
々
問
答
を
加
う
と
い
え
ど
も
、
成
敗
未
だ
落
居
せ

ず
、
去
年
す
で
に
一
途
の
返
事
を
申
す
の
処
、
な
お
も
っ
て
此
の
如
き
の
条
、

下
向
す
べ
き
哉
の
思
案
也
」
と
記
し
て
、
下
向
の
契
機
が
和
泉
守
護
と
の
確
執

に
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
史
料
�
は
、
和
泉
下
守
護
細
川
政
久
の
書
状

案
で
、
家
門
領
に
つ
い
て
の
仰
せ
を
蒙
っ
た
こ
と
を
丁
重
に
答
え
て
は
い
る
。

し
か
し
何
ら
実
効
性
の
あ
る
返
答
で
は
な
か
っ
た
。

史
料
�
『
政
基
公
旅
引
付
』
所
載
九
条
政
基
書
状
案

去
十
二
日
、
為
其
方
披
官
人
等
所
行
、
当
庄
黎
元
繁
多
戒
取
候
、
仍
事
次
第

令
注
一
紙
入
見
参
候
、
速
被
加
糺
明
被
返
出
者
、
可
為
本
望
候
也
、
謹
言
、

七
月
十

（
文
亀
三
年
）

九
日
　
　
　
　
（
花
押
）

（
九
条
政
基
）

細
川
弥
九

（
政
久
）

郎
殿

九
条
政
基
は
こ
の
書
状
を
和
泉
上
守
護
細
川
元
常
・
下
守
護
細
川
政
久
に
送

っ
て
い
る
。

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
九
月
、
和
泉
国
に
攻
め
入
っ
た
畠
山
尚
順
を
迎
え

討
っ
た
の
は
、
上
守
護
細
川
元
常
と
下
守
護
細
川
政
久
の
軍
勢
で
あ
る
（『
政
基

公
旅
引
付
』）。
こ
の
合
戦
の
結
果
、
和
泉
国
の
大
半
が
畠
山
尚
順
の
支
配
下
と

な
り
、
尚
順
は
和
泉
守
護
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
（『
政
基
公
旅
引
付
』）
時

期
が
あ
る
。
そ
の
後
の
政
久
の
動
向
は
、
未
詳
で
あ
り
、
代
っ
て
細
川
弥
九
郎

高
基
が
現
わ
れ
る
。

ニ
、
和
泉
守
護
家
の
分
裂

岡
田
謙
一
氏
「
細
川
高
国
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い
て
」
（
４
）

に
よ
っ
て
、
上
守
護

家
細
川
元
常
・
下
守
護
家
細
川
政
久
以
降
の
和
泉
守
護
歴
代
の
系
譜
が
、
明
ら

か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
の
和
泉
守
護
が
元
常
・
政
久
の
両
名
で
あ
っ
た
こ

と
は
、『
政
基
公
旅
引
付
』
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
が
、
永
正
元
年
十
月
に
、
和

泉
国
に
畠
山
尚
順
の
支
配
圏
が
拡
大
す
る
。

さ
ら
に
大
永
年
間
に
は
、細
川
高
国
派
と
細
川
晴
元
派
の
抗
争
が
激
し
く
な
り
、

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
六
月
高
国
派
は
滅
亡
す
る
。
以
降
晴
元
派
と
畠
山
尚

順
・
稙
長
派
が
和
泉
守
護
権
を
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
史
料
が
存
在
す
る
。

現
在
の
所
、
次
の
守
護
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

〔
細
川
高
国
派
〕

細
川
高
基
（
細
川
春
倶
息
・
弥
九
郎
）→

細
川
勝
基
（
九
郎
）

〔
畠
山
尚
順
・
稙
長
派
〕

細
川
晴
宣
（
畠
山
稙
長
弟
・
五
郎
）

〔
細
川
晴
元
派
〕

細
川
元
常→

細
川
五
郎
（
細
川
元
常
息
）

〔
細
川
高
国
派
〕

細
川
高
基
（
弥
九
郎
）

「
後
法
成
寺
関
白
記
」
に
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
九
月
九
日
条
以
降
、
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「
細
川
弥
九
郎
」
が
現
わ
れ
、
の
ち
に
細
川
高
国
派
の
和
泉
守
護
と
な
る
。

岡
田
謙
一
氏
「
細
川
高
国
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い
て
」
は
、
こ
れ
を
細
川
高

基
で
あ
る
と
証
明
し
た
。
高
基
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
高
国
の
父
政
春

の
弟
春
倶
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
高
基
は
、
大
永
三
年
（
一
五
ニ
三
）
三
月
頃

病
を
得
て
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
三
月
を
最
後
に
史
料
上
か
ら
見
え
な
く

な
る
。

史
料
�
「
和
泉
守
護
細
川
高
基
書
状
」（
板
原
家
文
書
）

去
十
六
日
注
進
状
、
披
見
候
、
彼
方
働
弥
不
儀
之
段
、
現
形
由
候
、
如
事

（
マ
ヽ
）

候
、
其
趣
即
御
屋
形

（
細
川
高
国
）

へ
申
入
候
、
香
西

（
元
盛
）

か
た
へ
の
返
事
、
未
当
（
マ
ヽ
）
来
之
由
候
、

尾
州
進

（
畠
山
尚
順
）

発
候
者
、
令
相
談
、
可
下
国
候
、
猶
各
武
略
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

五
月
十
九
日
　
高
基
（
花
押
）

斉
藤
彦
次
郎
殿

多
賀
蔵
人
殿

庄
備
中
守
殿

こ
の
史
料
は
、
細
川
高
基
が
和
泉
守
護
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
永
正
十
年

（
一
五
一
三
）
以
降
、
同
十
四
年
ま
で
の
間
に
、
多
賀
蔵
人
ら
に
対
し
、
畠
山
尚

順
が
進
発
す
れ
ば
、
和
泉
へ
下
国
す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
十
年
正
月
二
十
四
日
条
の
、

和
泉
守
護
始
而
昨
日
出
仕
、
太
刀
持
持
参
、
令
対
面
、
勧
一
盞
、

を
高
基
守
護
就
任
と
理
解
し
、
斉
藤
国
盛
が
彦
次
郎
か
ら
彦
右
衛
門
に
改
名
し

た
永
正
十
四
年
六
月
以
前
の
史
料
と
解
釈
で
き
る
。

史
料
�
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」（
北
野
神
社
文
書
）

北
野
宮
寺
造
営
科
所
和
泉
国
大
鳥
庄
内
下
條
奉
行
職
事
、
被
返
付
松
梅
院

禅
光
訖
、
早
可
被
沙
汰
付
之
由
被
仰
出
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

六
月

永
正
十
五

廿
六
日
　
　
　
貞
運
（
飯
尾
）

（
花
押
）

基
雄

（
斉
藤
）

（
花
押
）

細
川
民
部
大

（

高

基

）

輔
殿

和
泉
守
護
細
川
民
部
大
輔
に
対
し
、
大
鳥
庄
内
下
條
奉
行
職
を
北
野
社
に
返

付
す
る
よ
う
命
じ
た
、
幕
府
奉
行
人
奉
書
で
あ
る
が
、
次
の
史
料
�
に
よ
り
、

細
川
民
部
大
輔
が
高
基
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
�
「
再
昌
草
」
大
永
二
年
十
月
二
十
三
日
条

細
川
民
部
大
輔
高
基
百
首
歌
合
點
し
て
、
奥
に
書
付
し
、（
以
下
略
）

大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
細
川
民
部
大
輔
高
基
が
三
条
西
実
隆
に
百
首
の
合

点
を
求
め
て
い
る
。

細
川
勝
基

「
証
如
上
人
書
札
案
」
に
、
細
川
晴
元
派
で
あ
る
細
川
元
常
の
子
五
郎
と
、
細

川
高
国
派
で
あ
る
細
川
五
郎
晴
宣
及
び
細
川
九
郎
勝
基
の
名
が
見
出
せ
る
。

「
後
法
成
寺
関
白
記
」
に
よ
れ
ば
、
細
川
五
郎
お
よ
び
九
郎
が
和
泉
守
護
と
な

っ
た
の
は
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
正
月
以
降
で
あ
る
。



和泉守護関連史料の再検討

四六

細
川
勝
基
は
、
大
永
・
享
禄
の
和
泉
守
護
細
川
九
郎
と
同
一
視
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
と
、
岡
田
謙
一
氏
は
推
定
し
て
い
る
。
（
５
）

史
料
�
「
証
如
上
人
書
札
案
」

一
、
細
川
九
郎
和
泉
守
護

本
願
寺
床
下
、
或
ハ
人
々
御
中
、
勝
基
、
細
川
九
郎
、
恐
々
謹
書
、

「
証
如
上
人
書
札
案
」
に
、「
細
川
九
郎
勝
基
」
の
名
が
見
え
る
。
勝
基
の
動

静
は
、
大
永
年
間
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

史
料
�
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
写
」（
秋
田
藩
家
蔵
文
書
）

「

書
」

佐
竹
彦
三
郎
常
秋
知
行
分
和
泉
国
鶴
原
庄
事
、
近
年
有
押
妨
之
族
云
々
、

太
不
可
燃
、
早
退
彼
違
乱
之
儀
、
可
被
沙
汰
居
常
秋
代
、
更
不
可
有
遅
怠

之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

大
永
八
年
二
月
十
九
日
　

散
位
（

（
松
田
亮
致
）

花
押
影
）

河
内
守

（
治
部
貞
兼
）

（
花
押
影
）

細
川
九
郎

（
勝
基
ヵ
）

殿

史
料
�
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」（
秋
田
藩
家
蔵
文
書
）

佐
竹
彦
三
郎
常
秋
知
行
分
和
泉
国
鶴
原
庄
事
、
近
年
有
押
妨
族
云
々
、
太

散
位
亮
致

治
部
河
内
守
貞
兼

不
可
然
、
早
退
彼
違
乱
之
儀
、
年
貢
・
諸
公
事
物
等
、
如
先
々
厳
密
可
沙

汰
渡
常
秋
代
、
更
不
可
有
遅
怠
之
由
、
所
被
仰
出
之
状
如
件
、

二
大
永
八

月
十
九
日
　
　
　
　
　
亮
致
（
松
田
）

（
花
押
影
）

貞
兼

（
治
部
）

（
花
押
影
）

当
所
名

（
鶴
原
在
）

主
沙
汰
人
中

史
料
�
・
�
は
、
大
永
八
年
（
一
五
二
八
）
二
月
、
幕
府
が
佐
竹
常
秋
の
和

泉
国
鶴
原
庄
知
行
を
安
堵
し
た
時
の
も
の
で
、
こ
の
和
泉
守
護
細
川
九
郎
は
、

勝
基
と
推
定
さ
れ
る
。

史
料
�
「
細
川
両
家
記
」
享
禄
四
年
六
月
条

然
ば
同
享
禄
四
辛
卯
六
月
四
日
に
三
好
方
初
て
請
勢
打
出
、
天
王
寺
、
木

津
、
今
宮
へ
取
か
け
そ
の
日
責
く
づ
す
、
常
桓

（
細
川
高
国
）
方
和
泉
守
護
殿
、
伊
丹
兵

庫
助
国
扶
、
河
原
林
日
向
守
、
薬
師
寺
三
郎
左
衛
門
、
波
々
伯
部
兵
庫
介

討
死
也
、

細
川
勝
基
は
、
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
六
月
に
討
死
し
た
と
、「
細
川
両
家

記
」
に
よ
っ
て
解
釈
で
き
る
。

〔
畠
山
尚
順
・
稙
長
派
〕

畠
山
尚
順
・
稙
長
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い
て
は
、
小
谷
利
明
氏
・
弓
倉
弘
年

氏
の
一
連
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
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○
小
谷
利
明
氏
「
戦
国
期
の
守
護
家
と
守
護
代
家
―
河
内
守
護
畠
山
氏
の

支
配
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
―
」（
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要

第
三
号
、
一
九
九
二
年
）

○
小
谷
利
明
氏
「
宇
智
郡
衆
と
畠
山
政
長
・
尚
順
」（
奈
良
歴
史
研
究
第
五

九
号
、
二
〇
〇
三
年
）

○
弓
倉
弘
年
氏
「
天
文
年
間
の
畠
山
氏
」（
和
歌
山
県
史
研
究
六
号
、
一
九

八
九
年
）

こ
れ
ら
の
研
究
を
参
考
に
畠
山
尚
順
・
稙
長
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

畠
山
尚
順
は
、
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
年
）
九
月
に
紀
州
か
ら
河
内
・
和
泉

両
国
へ
進
出
し
た
。

同
年
十
二
月
に
は
、
河
内
国
高
屋
城
に
本
拠
を
置
き
、
河
内
・
和
泉
両
国
支

配
に
乗
り
出
し
た
。
畠
山
尚
順
は
、
敵
方
畠
山
基
家
と
和
与
も
計
っ
て
い
る
。

『
政
基
公
旅
引
付
』
同
年
九
月
九
日
条
に
、

抑
今
日
根
来
寺
之
足
軽
材
木
屋
興
五
郎
為
先
陣
宗
兵
衛
以
下
出
張
、
土

生
城
以
下
放
火
了
、
後
日
聞
、
阿
加
陀
・
信
田

（
太
）

以
下
之
城
皆
開
之
、
両

守
護
ハ
堺
ヘ

（
細
川
元
常
・
政
久
）

引
退
云
々
、

と
あ
っ
て
、
畠
山
尚
順
の
進
軍
に
よ
っ
て
堺
へ
撤
退
、
和
泉
国
の
実
効
支
配
は

奪
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
一
連
の
「
壷
井
八
幡
宮
所
蔵
文
書
」
の
史
料
は
、
壷
井
源
左
衛
門
に
対

し
、
壷
井
・
坂
田
・
蔵
内
の
所
領
を
安
堵
し
た
外
、
日
根
野
六
郎
左
衛
門
知
行

地
を
宛
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
高
屋
城
に
在
城
し
た
畠
山
尚
順
方
か
ら
発
給
さ

れ
て
い
る
。

史
料
�
「
畠
山
尚
順
年
寄
奉
書
」（
壷
井
八
幡
宮
所
蔵
文
書
）

「
河
内

（

貼

紙

）

国
高
屋
城
代
長
備
中
守
久
信
書
」

八
ヶ
所
内
日
禰
野
跡
之
事
、
以
前
雖
被
仰
付
候
、
内
波
多
源
次
殿
、
為
先

給
之
條
、
被
返
付
候
之
訖
、
然
間
、
為
替
地
、
郡
戸
孫
三
郎
跡
僧
坊
并
弘

川
両
寺
売
地
被
仰
付
候
上
者
、
可
被
令
知
行
之
由
候
也
、
恐
々
謹
言
、

（
貼
紙
）
「
永
正
元
年
」

十
月
十
二
日
　
　
　
　

久

長
備
中
守
信
（
花
押
）

壷
井
源
左
衛
門
尉
殿

史
料
�
「
畠
山
尚
順
年
寄
連
署
奉
書
」（
壷
井
八
幡
宮
蔵
文
書
）

壷
井
・
坂
田
・
倉

（
蔵
）

内
事
、
本
地
之
旨
致
披
露
之
処
、
何
様
連
々
播
磨

（
畠
山
）

殿
江

可
被
仰
由
候
、
先
為
替
地
八
ヶ
所
内
日
禰
（
根
）

野
六
郎
左
衛
門
尉
跡
事
、
被
仰

付
候
、
如
先
々
、
可
被
全
知
行
之
由
、
可
申
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
六
日
　
　
　

久

長
備
中
守
信
（
花
押
）

順
房
（
花
押

遊
佐
勘
解
由
左
衛
門
尉
）

壷
井
源
左
衛
門
尉
殿

史
料
�
「
畠
山
尚
順
年
寄
奉
書
」（
壷
井
八
幡
宮
所
蔵
文
書
）

「
河
内

（
貼
紙
）

国
高
屋
城
代
長
備
中
守
久
信
書
」

連
々
御
申
通
、
致
披
露
之
処
、
御
心
得
行
候
、
目
出
候
、
壷
井
・
坂
田
・
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蔵
内
本
知
殊
更
壷
井
事
者
、
名
字
之
地
之
由
、
具
入
　
御
耳
候
、
於
此
旨

者
、
連
々
播
磨

（
畠
山
）

様
江
可
被
申
入
候
、
先
壷
井
為
替
之
地
、
八
ヶ
所
之
内
、

日
禰
野
知
行
被
仰
付
候
、
如
先
々
、
可
被
全
領
知
之
由
候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　

久
信

長
備
中
守
（
花
押
）

壷
井
源
左
衛
門
尉
殿

永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
に
は
、
将
軍
足
利
義
尹
の
帰
洛
に
伴
い
、
畠
山
尚

順
は
細
川
高
国
方
と
し
て
河
内
・
和
泉
支
配
に
関
わ
る
。

永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
十
一
月
に
は
、
畠
山
鶴
寿
丸
が
元
服
し
、
次
郎

稙
長
と
称
し
て
い
る
（「
伊
勢
貞
親
以
来
伝
書
」）。

次
の
史
料
は
、
畠
山
氏
が
和
泉
支
配
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

史
料
�
畠
山
氏
奉
行
人
「（
三
宅
道
三
・
曽
我
山
崇
）
書
状
」

泉
州
深
日
・
箱
作
内
当
社
領
事
、
於
上
分
者
厳
密
可
社
納
之
旨
、
箱
作
吉

松
・
深
白
両
人
堅
被
申
付
之
上
者
、
被
存
知
其
旨
、
可
被
専
神
用
之
由
候
、

恐
々
謹
言
、

（
付
箋
）
五
月
廿
八

「
永
正
十
一
年
」
日
　

道
三
（
花

三
宅
兵
部
入
道
押
）

山
崇
（

曽
我
平
五
郎
花
押
）

永
正
十
五
年
に
は
、
次
の
一
連
の
史
料
が
存
在
す
る
。

史
料
�
林
堂
山
樹
書
状
（
和
田
文
書
）

「
切
封
墨
引
」

「
広
瀬

（
貼
紙
）

兵
庫
助
」

就
原
次
郎
四
郎
跡
職
儀
、
先
日
上
神
殿
申
合
之
間
刻
、
致
披
露
如
御
存
分

申
調
御
下
知
申
沙
汰
候
、
早
々
任
　
御
奉
書
彼
跡
可
有
知
行
候
、
就
其
御

礼
物
之
儀
、
委
細
上
神
左
京
亮
殿
へ
申
間
、
無
御
油
断
御
調
可
被
成
候
、

方
々
如
叱
被
達
本
意
候
、
猶
我
等
祝
着
候
、
旁
罷
上
似
面
可
申
承
候
、

恐
々
謹
言
、

九
月

（
永
正
十
五
年
）
十
一
日
　
　
　
山
樹
（
林
堂
）

（
花
押
）

和
田
太
郎

（
助
高
）

次
郎
殿御

宿
所

史
料
�
畠
山
氏
奉
行
人
奉
書

泉
州
和
田
内
原
跡
事
、
為
新本

御
御
恩

（
衍
カ
）

被
仰
付
訖
、
如
先
々
可
被
全
所
務
之

由
、
被
仰
出
者
也
、
仍
状
如
件
、

九
月
十

永
正
十
五
日
　
　
　
　
山
崇
（
曽
我
）

（
花
押
）

順
正
（
花
押
）

和
田
太
郎
次
郎

（
助
高
）

殿

永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）、
畠
山
氏
奉
行
人
ら
は
和
泉
国
和
田
郷
内
の
原
跡

を
、
和
田
太
郎
次
郎
助
高
に
宛
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
、
な
お

和
泉
支
配
に
畠
山
氏
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
和
田
氏
へ
の
関

連
文
書
に
は
、
次
の
細
川
晴
宣
（
畠
山
稙
長
弟
）
が
現
わ
れ
る
。
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細
川
晴
宣
（
五
郎
）

前
述
の
通
り
、「
証
如
上
人
書
札
案
」
に
、
細
川
五
郎
晴
宣
の
名
が
見
え
る
。

史
料
�
「
証
如
上
人
書
札
案
」

一
、
細
川
五
郎
和
泉
守
護
、
稙
長
弟
、

本
願
寺
ま
い
る
御
同
宿
中
、
晴
宣
、
細
川
五
郎
、
恐
々
謹
言
、

細
川
五
郎
殿
進
覧
候
―
、
恐
々
謹
言
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
細
川
五
郎
は
「
稙
長
弟
」
と
書
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

細
川
五
郎
は
、
畠
山
尚
順
の
後
継
た
る
河
内
守
護
畠
山
稙
長
弟
と
考
え
ら
れ
る
。

永
正
年
間
に
は
、
畠
山
尚
順
が
和
泉
国
の
一
部
を
支
配
し
た
徴
候
が
あ
り
、

そ
の
系
譜
を
こ
の
五
郎
が
継
承
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

史
料
�
「
細
川
晴
宣
書
状
」（
和
田
文
書
）

去
十
月
朔
日
於
菱
木
合
戦
之
時
、
逢
一
番
太
刀
、
父
太
郎
次
郎
令
討
死
之

条
、
尤
神
妙
至
忠
節
無
比
類
候
、
弥
忠
儀
肝
要
候
也
、
謹
言
、

十
一
月

（
大
永
四
年
ヵ
）

二
日
　
　
　
晴
宣
（
花
押
）

和
田
宮
千
代
と
の
へ

〔
細
川
晴
元
派
〕

細
川
五
郎
（
細
川
元
常
息
）

「
天
文
日
記
」
に
は
、
松
浦
守
方
と
し
て
和
泉
守
護
・
同
息
五
郎
が
頻
出
す
る
。

こ
の
場
合
の
和
泉
守
護
は
細
川
晴
元
派
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
か
ら
、
復
帰
し

た
上
守
護
家
の
細
川
元
常
で
あ
る
。
従
っ
て
同
息
五
郎
は
元
常
息
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。「
細
川
晴
宣
」
と
は
別
人
の
「
細
川
元
常
息
五
郎
」
が
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
�
「
天
文
御
日
記
」
天
文
五
年
正
月
十
六
日
条

和
泉
国
松
浦
方
就
和
与
、
去
年
使
雖
差
越
、
不
得
□
□

（
其
意
）

間
、
使
路
中
よ
り

帰
候
へ
ど
も
、
松
浦
之
内
良
性
と
申
も
の
、
申
事
に
ハ
、
当
年
細
候
分
ニ

し
て
、
来
年
可
越
之
由
中
候
間
依
其
儀
延
引
也
、
又
泉
州
守
護
息
五
郎
方

へ
も
遣
候
而
可
然
之
由
候
間
、
太
刀
一
腰
、
馬
一

遣
候
、

史
料
�
「
天
文
御
日
記
」
天
文
八
年
三
月
十
一
日
条

和
泉
守
護
五
郎
へ
為
当
年
礼
、
以
書
状
三
種
五
荷
遣
之
、
松
浦
へ
以
一
書
、

三
種
五
荷
遣
之
、

天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
三
月
、
本
願
寺
が
年
始
礼
物
を
送
っ
た
「
和
泉
守

護
五
郎
」
は
、
元
常
息
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
天
文
十
九
年
（
一
五
九
一
）、
燈
誉
了
然
の
歌
集
「
朽
木
集
」
に
現
わ

れ
る
「
和
泉
屋
形
五
郎
」
も
、
元
常
息
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

史
料
�
「
朽
木
集
」（
西
福
寺
蔵
）

天
文
十
九
年
九
月
廿
九
日
、
犬
な
き

（
鳴
）

の
も
み
ち
の
さ
か
り
を
ミ
せ
に
や
り

月
毛
従
八
郎
来

た
る
馬
也
、
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け
る
使
の
色
う
つ
く
し
き
枝
を
お
り
て
き
た
る
を
ミ
て
、

（
中
略
）

和
泉
屋
形
五
郎

（
細
川
）

へ
つ
か
ハ
レ
侍
る
、

も
ら
す
な
よ
め
く
ミ
あ
る
世
の
春
雨
を
た
の
む
し
の
た
の

（

信

太

森

）

も
り
の
下
草

註（
１
）
今
谷
明
氏
「
和
泉
半
国
守
護
考
」（『
大
阪
府
の
歴
史
』
９
、
の
ち
『
守
護
領
国
支

配
機
構
の
研
究
』
所
収
、
一
九
八
六
年
）。

（
２
）
岡
田
謙
一
氏
「
細
川
高
国
派
の
和
泉
守
護
に
つ
い
て
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
七

号
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）。

（
３
）
岡
田
謙
一
氏
「
室
町
後
期
の
和
泉
守
護
細
川
民
部
大
輔
基
経
」（『
日
本
歴
史
』
一

九
九
五
年
八
月
号
）。

（
４
）
前

註
（
２
）
参
照
。

（
５
）
前

註
（
２
）
参
照
。


